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耕作放棄地を利用したワンシーズン放牧による希少なジャージー牛肉生産 

 

東部家畜保健衛生所  ○平野春菜 古屋元宏 他 

【はじめに】 

 本県では高齢化や労働力不足、土地持ち非農家の増加等に伴い耕作放棄地が増加し

ている。また、イノシシやシカなどの野生動物により農作物が食い荒らされ、大きな

損失となる鳥獣害も拡大している。この被害を助長する要因のひとつに耕作放棄地の

存在が関わっており、耕作放棄地が増え、野生動物がそこを隠れ家として利用するこ

とで、人が住む地域周辺の田畑に出没する傾向がある。耕作されなくなった土地はす

ぐに雑草や雑木が生い茂り、野生動物が隠れやすくなる。一旦このような状態になる

と、農地として復旧するには、多大の経費と労力を要することから、その後、ほとん

どが手を付けられることがなくなる。また耕作放棄地が増えると山々の景観が悪くな

ることから、中山間地域の環境保全のためにも耕作放棄地の拡大を防ぐ必要がある。

このため、本県ではこれらの解消法の一方策として、耕作放棄地に肉用牛等の放牧を

行い、農地復元と農村景観の保全、鳥獣害の抑制、地域農業の活性化等を推進してき

た。また放牧終了後の牛肉の活用にも取り組んできた。 

 

【取組概要】 

（1）実施状況 

 平成 19 年度に東部家畜保健衛生所（以下、家保という）を事務局として、管内市町

村、農務事務所、畜産酪農技術センターおよび関係団体等からなる東部地区放牧研究

会を立ち上げ、肉用牛等を活用した放牧を実施してきた。これまでに山梨市、甲州市、

大月市および都留市の耕作放棄地で牛や山羊の放牧を実施した（図 1）。 

 

（2）都留市での放牧 

 都留市の耕種農家 S 氏は、平成 23 年から県事業を活用し耕作放棄地放牧の取組を始

め、現在まで 10 年以上継続して実施している。平成 23～平成 27 年は県事業を活用し、

県や畜産農家が所有する牛を放牧に利用した。しかし、県事業の終了に伴い、放牧を

継続したい意思があるものの、牛の導入に関わる費用や放牧終了後の食肉利用に関す

る費用・販売ルート確保等の問題が生じた。そこで、家保では、富士吉田市で緬羊の

観光牧場およびレストラン、民宿等を経営する F 牧場にこれらの耕作放棄地の取組や

その後の肉の利用について働きかけを行ったところ、興味を示し、ぜひやってみたい

との回答を得て、S 氏と F 牧場とのマッチングが成功した。マッチング後は、F 牧場で

牛を導入し、S 氏にレンタルし、S 氏が放牧を実施、放牧終了後は F 牧場が食肉を引き

取り、活用する体制を構築した。 

 放牧方法は、その年の暖期中に完結するワンシーズン放牧を採用した（図 2）。放牧

には、全国的にもほとんど例のないジャージー去勢牛を利用し、草が豊富になる 5 月

頃から、草のなくなる 11 月頃までの約 6 ヶ月間放牧する。放牧終了後は、レンタル元

である F 牧場には戻らず、そのまま食肉処理場へ出荷する。草の少ない冬季の飼養を

しないことで、寒い時期の飼養労力や飼料代等の負担がなくなる。 
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放牧に必要な電気牧柵等の設置は S 氏が行い、家保では発育状況や草の繁茂状況の

確認や定期的な駆虫剤（バイチコール）の塗布を行う。F 牧場は牛の導入と食肉処理

場への運搬を行う。 

耕作放棄地放牧では、一般的に和牛繁殖雌牛を利用するが、和牛繁殖雌牛は導入コ

ストが高く、繁殖農家は事故等のリスクを懸念して放牧実施者への貸与を好まない。

また、繁殖管理に技術を要するため、放牧実施者が牛の取扱いに不慣れな場合は敬遠

されがちである。そこで、本県では全国的にもほとんど例のないジャージー去勢牛を

放牧に利用している。理由として、繁殖雌牛に比べて安価であること、小柄な体格で、

従順、人懐っこく愛嬌のある性格であることが挙げられる。食肉利用する上では、ジ

ャージー牛肉は、オレイン酸等の不飽和脂肪酸が和牛並に多く、免疫力強化の働きの

あるβカロテンを含む脂肪、ヘム鉄が多く含まれる赤身という特徴があるといわれて

いる（図 3）。さらに全国的にみても限られた地域でしか生産されておらず、生産頭数

も少ないため、希少な牛肉である。 

  

        図 1                  図 2 

 

        図 3 

 

【結果・指導効果】 

（1）耕作放棄地 

放牧開始時（写真 1）は、牛体が隠れてしまうほど雑草や雑木が繁茂していた。人

が放牧地に入るのも大変で、S 氏でも牛がとこにいるのか分からないほどの状況であ
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った。放牧地内には梅の木や栗の木があり、夏場には木陰で涼んでいる姿がみられた。 

10 年以上放牧を続けていった結果、放牧地の雑木や雑草が減り、手入れがしやすく

なった（写真 2）。牛が食べない草等は刈り取り、新たに植林や牧草を播種している。

また放牧地やその周りの田畑での鳥獣害が激減し、農作物が荒らされることがなくな

った。事情により 1 年間放牧が実施できなかったが、その年は放牧地や周りの田畑の

農作物がイノシシ等に荒らされる被害があった。放牧地の牛たちは地域住民にも可愛

がられ、地域での交流や食育、動物とのふれあいの場にもなっている。 

  

       写真 1                 写真 2 

 

（2）牛肉の活用 

 F 牧場では、食肉処理場から引き取った肉を熟成し、ブロックに加工している。こ

の牛肉のブランド化に向けて、「F 牧場グラスフェッドビーフ」と命名し、インターネ

ットと牧場内の売店で販売を開始した。SNS 等を活用した情報発信や地域食材を活用

するレストラン等に向けた試食会を実施し、販路拡大にも取り組んでいる。 

 

【今後の対応】 

 耕作放棄地放牧の取組を広く周知し、県内各地に拡がる耕作放棄地解消の一助とな

るよう、関係機関と連携し、取組の拡大を進め、放牧面積や頭数の拡大を目指す。希

少な放牧ジャージー牛肉の確実な販売ルートの確保や拡大にむけて、支援していく。 

また、現在は雑草がメインの放牧地であるが、一部の区画に牧草を播種しているこ

とから、耐夏性等、その地域にあった牧草種の選択や、ワイン粕飼料の試験的導入等

により、肉質向上にも力を入れていきたい。 
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管内家きん飼養農場の埋却地確保に向けた取組 

 

 西部家畜保健衛生所  ○額賀亮 増澤明久 

【概要】 

 近年、国内で高病原性鳥インフルエンザが続発しており、防疫措置に用いる埋却地

の確保が課題となっている。令和 2 年 7 月時点の農水省の調査では、全国で約 8.3％の

養鶏場が埋却地等を未確保の状態である。また、確保済みと報告されている農場でも、

発生時には埋却地を使用できず、円滑な防疫措置を実施できていないケースが見受け

られる。今回、関係機関・団体と連携し、管内の家きん飼養農場（以下農場）の埋却予

定地を調査し、明らかになった課題に対する取組を実施した。 

【調査方法】 

（調査期間）令和 3 年 6 月から 11 月 

（対象農家）飼養羽数 5,000 羽以上の農場全 23 戸 

（方法）農場責任者、地区建設業協会、林務環境事務所、当所の 4 者で各農場の埋却

予定地を調査。 

【調査結果】 

表１のとおり、2 農場で「埋蔵文化財包蔵地内」、9 農場で「湧水の可能性」、1 農場

で「河川区域内の掘削禁止」、1 農場で「樹木繁茂による作業障害」の課題が明らかに

なった。 

 

表 1 

 

 

【課題に対する取組】 

（１）埋蔵文化財包蔵地内 

 平成 30 年度に、当所から各市町へ照会を行い、埋蔵文化財包蔵地内であることが判

明した農場に対して代替地確保の要請を行っていた。しかし、土地取得の費用や、周辺

住民の同意といったハードルがあり、多くの農場で代替地を確保するのは困難であっ

た。 
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この現状を打開するため、当所から埋蔵文化財を管轄する市教育委員会へ「埋蔵文

化財包蔵地内で埋却作業を行う方法について」といった内容で照会をしたところ、埋

蔵文化財包蔵地であっても、教育委員会が行う試掘調査により、その土地に埋蔵文化

財が無いことを確認すれば、埋却作業が実施可能と判明した。 

A、F 農場は、埋却地が農場の目の前にあり、埋却作業に都合が良いものの、万が一

埋蔵文化財が確認された場合には埋却地として使えないこと、代替地の確保が難航し

ていることから、試掘調査により利用可能な土地であることを確認することになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当所と管内の市教育委員会が連携して A 及び F 農場に働きかけ、A 農場で試掘調査

を実施することができた。具体的には、当所から市教育委員会へ防疫措置の概要と埋

却作業について説明を行い、市教育委員会が農場へ必要な試掘調査の費用、書類等を

説明し、調査手続きを円滑に行った。試掘調査の結果、遺構や遺物の検出はなく、埋却

可能な土地と判断された。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

なお、今年度は市教育委員会の試掘調査予算に余裕が無かったため、A 農場は自費で

試掘調査を行った。F 農場は自費での試掘調査が困難であったことから、来年度に市教

育委員会の予算を用いて調査の実施を予定している。 

 

 

図 2 A 農場 埋蔵文化財試掘の様子 

図 1 A･F 農場の埋却地  
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（２）湧水の可能性 

 湧水層深度の把握は埋却計画策定に不可欠である。事前に県の液状化危険度マップ

を活用し、各農場の湧水の可能性を調査していたが、実際に現場で確認した河川との

距離、周辺井戸の深度等や、現地付近の工事経験を持つ地区建設業協会員の意見から、

湧水の可能性を改めて判断し直した。 

結果、9 農場で湧水の可能性があることが分かり、掘削による湧水調査が必要となっ

た。当所と地区建設業協会で連携し、該当農家へ湧水調査の実施を指導したところ、C、

D、E 農場において湧水調査を実施。湧水が無いことを確認できた。 

 

Ｉ農場は、湧水の発生が明らかでありなが

ら、代替地の確保が困難な状況となっている

ため、焼却による汚染物品の処理を検討した。 

焼却による汚染物品の処理のため、Ｉ農場

の地域を所管する衛生組合と「一般廃棄物焼

却施設の利用検討に係る打ち合わせ」を実施

し、汚染物品の運搬・投入方法、作業動線、

作業分担等について詳細を詰め、内容を作業

マニュアルに反映させた。畜産課と衛生組合

で、県内初の協定を締結することができた。

なお、Ｉ農場に対しては引き続き、代替地の

確保について要請を行っている。 

 

（３）河川区域内での掘削禁止 

現地調査の結果、G 農場埋却地が河川区域内にあることが判明した。河川法を所管す

る部局と河川区域内における埋却作業の可否を検討したところ、「堤脚に近接する堤防

付近の掘削は不可」、「河川区域内への汚染物品埋却の許可は困難」という結論になっ

た。G 農場は農場周辺が河川区域内に含まれるため、近隣の所有地を新たに埋却地と設

定することが困難であり、代替地の早急な確保が必要となった。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 I 農場埋却地  

図 4 G 農場と堤防・河川の位置関係  
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その後、G 農場は代替となる埋却候補地を見つけることができた。しかし、当該場所

は農場から約 10 キロ離れていることに加え、周辺に畑地が広がっており、すぐ隣に畑

地灌漑用水の減圧水槽があった。それにより、減圧水槽を管理する土地改良区との打

ち合わせや、周辺地区の区長への事前説明が必要となった。当所の支援により、これら

の打ち合わせや事前説明を行っているところである。 

 

（４）樹木繁茂による作業障害 

現地調査により、F 農場の埋却地に予想

を超える樹木が繁茂していることが判明

した。このままの状態で防疫措置を行った

場合、埋却地の掘削を始めるまでに延べ 24

時間がかかると試算され、円滑な埋却作業

の実施が困難であると判断した。そのた

め、農家に対し、地区建設業協会と連携し、

事前の伐採による整地を指導していくこ

ととなった。 

 

 

【まとめ・今後の対応】 

埋却地の現地調査を実施したところ、「埋蔵文化財包蔵地内」、「湧水の可能性」、「河

川区域内の掘削禁止」、「樹木繁茂による作業障害」の課題が明確になった。また、それ

ぞれの課題に対し、関係機関・団体と連携して対応にあたり、一定の解決策を示すこと

ができた。連携した機関・団体と問題意識の共有を図ったことにより、今後の取組が円

滑に実施可能となった。 

今後の取組としては、防疫措置に必要な埋却地確保について、山梨県危機管理対策

本部埋却班と情報を共有し、有事の際に迅速な対応を行い、埋却地に課題を抱える農

場に指導を継続するとともに、別地域でも焼却処理の検討を進める他、あらゆる方策

を検討し有事に備えたい。 

図 5 F 農場埋却地の様子 
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県内１農家における牛伝染性リンパ腫に対する対策と繁殖成績等への影響 

 

西部家畜保健衛生所  ○大間有紗 鷹野由紀 他 

  

【経緯】 

 牛伝染性リンパ腫のうち牛伝染性リンパ腫ウイルス（bovine leukemia virus:BLV）

によって引き起こされる地方病性牛伝染性リンパ腫（enzootic bovine leucosis:EBL）

は平成 10 年に届出伝染病に指定されて以来、その国内発生頭数は平成 10 年度の 99

頭から年々増加しており令和 2 年度は 4,197 頭であった。国内の抗体陽性率は平成 21

年～平成 23 年に行われた調査では 30％程度とされている。EBL の病態としては、体内

にウイルスが入ると B リンパ球に感染し、宿主ゲノム内にプロウイルスとして組み込

まれ、生涯ウイルスを保有するキャリアとなる。感染牛のうちほとんどは無症状（AL）

であるが、約 30％は持続性リンパ球増多症（PL）になり、さらにそのうち数％が白血

病やリンパ腫を発症する。治療法やワクチンはなく、予防としてはウイルスを含む血

液や乳汁を介して感染するため、吸血昆虫対策や注射針の使い回し等人為的伝播要因

の排除、感染牛の計画的な更新が重要となる。 

県内農家における平成 29 年度と令

和 2 年度および令和 3 年度の抗体陽性

率を比較してみると平成 29年度の 6％

から令和 2 年度および令和 3 年度では

9％と増加傾向が認められた。（図１）

乳用牛のみでは 9％から 14％、肉用牛

は 0.5％から 3.4％とどちらも増加し

ていた。  

そこで平成 29年度から令和 2年度に

かけて牛伝染性リンパ腫の抗体陽性率

が急増した 1 農家に対して行った対策

とその効果を検討した。また本病は感

染しても臨床症状を呈する個体は数％であり生産性への影響も不明確な点が多いこと

から、本病感染による繁殖成績等に及ぼす影響についても調査した。 

 

【材料と方法】【対象農家の概要及び調査方法】 

 調査対象は乳用牛農家でホルスタイン種の成牛 87 頭、育成 7 頭、肥育 1 頭を飼養。

牛舎は対頭式つなぎ飼いの搾乳牛舎 1 棟、フリーバーン式の牛舎 2 棟（乾乳・育成・

肥育）。抗体検査は経産牛を対象に ELISA 法で実施。さらに抗体陽性牛は血液中のプロ

ウイルス量を測定し感染のリスク分類を行った。また、家畜診療所のカルテおよび繁

殖台帳を用いて、令和 4 年 1 月時点での妊娠牛（抗体陰性牛 28 頭、陽性牛 7 頭）につ

いて空胎日数と受精回数の比較および令和 2 年 11 月から令和 3 年 12 月の期間の陰性

牛と陽性牛各 5 頭について診療回数と診療費の比較を行った。 

【BLV 感染の推移と繁殖成績等への影響】 

図１ 
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 当該農家の抗体陽性率は平成 29 年に 8.6％であったが、令和 2 年 8 月に前年度定期

検査の余剰血清を検査したところ 28.8％（11 頭陽転）と大幅な増加が確認された。こ

れを踏まえ令和 2 年 9 月時点で検査したところ抗体陽性率は 22.2％であり、プロウイ

ルス量測定の結果は高リスク牛 5 頭、中リスク牛 2 頭、低リスク牛 5 頭であった。こ

の結果を受け、対策として牛の配置換えを実施。その他の対策としては、陽性牛の産

子牛は早期隔離し、初乳製剤を使用、畜舎内への定期的な殺虫剤散布を実施（令和 2

年は月 2 回、令和 3 年は週 1 回／5～10 月）。その後令和 4 年 1 月までに 3 回実施した

感染調査では抗体陽性率は 20％程度で推移、陽転率は 1～3 頭であった。（表１） 

 
表１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２ 

図３ 
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○配置換え 

対策前（図２）と対策後（図３）の牛の配置について図示した。グレーは空床。プ

ロウイルス量測定結果から、32,000 コピー以上の牛を感染伝播リスク“高”、32,000

以下 10,000 より多い牛を“中”、10,000 以下の牛を低”に分類し、飼養者にもわか

りやすく色分けして指導した。対策前の R2.8.28 時点では搾乳牛舎内で陽性牛はばら

ばらに配置されており、育成舎にも高リスクの陽性牛が 1 頭いたが、R2.12.2 の対策

後には搾乳牛は搾乳牛舎内の一区画でまとめて飼養することとし、陽性牛を左上にま

とめ、陽性牛と陰性牛の間に 2 牛床分間隔をあけ、搾乳は陰性牛から陽性牛の順で行

うこととした。乾乳牛も陽性牛と陰性牛の間に１牛床間隔をあけた。この時点で育成

牛は陽性牛と陰性牛が隣り合っているが、一部の牛床が修理中であったため終わり次

第移動予定であった。 

 

 図４ 

 

最新の R4.1 月時点の配置（図４）では、3 頭が新規陽転（網掛け）しており、搾乳

牛舎では多くの陽性牛が左上にまとまっているが、一部気性が荒い等の問題で右側に

移動しており、その隣の 1 頭が陽転していた。また他の搾乳牛と飼料が違うため左下

に 1 頭陽性牛が移動していた。新規陽転牛のうちの 2 頭はこの時点では近くに陽性牛

がいなかったが、これまでの移動で陽性牛の近くにいた可能性が考えられた。さらに、

増頭に伴いフリーバーン式の乾乳牛舎が新設され乾乳ステージごとに 2 区画されてお

り、それぞれに陽性牛が混ざってしまっていた。 
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繁殖成績においては空胎日数と受精回数を比較すると空胎日数が陰性牛は 192 日、

陽性牛は 249 日と陽性牛の方が有意に長く（表２）、受精回数には有意な差が認められ

なかった。また、診療回数と診療費についての比較ではどちらも有意な差は認められ

なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察と今後の課題】 

 当該農家は対策を始めた頃から増頭しておりその中で抗体陽性牛の導入も数頭あり、

対策後の全体の陽性率は横ばいで推移しているが、陽転率は 1～3 頭と抑えられている。

これは配置換えや殺虫剤等の対策の効果と考えられる。しかし飼養管理上の理由やさ

らなる増頭、乾乳牛舎での群飼など陽性牛と陰性牛をの間隔をあけることは今後限界

があるため、陽性牛と陰性牛の牛床の間や乾乳牛舎全体の防虫ネット設置など他の対

策も検討していく。また陽性牛の空胎日数がながくなる傾向については県内他の事例

も見ながらさらに調査していく。 

 

 

表２ 
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環境検査を用いた牛ヨーネ病早期清浄化への取り組み 

 

  東部家畜保健衛生所 ○白井雄介、土橋宏司 

 

【はじめに】 

令和 2 年 3 月、管内 A 農場において複数頭のヨーネ病患畜が摘発された。清浄化対

策として、衛生指導と併せて環境中のヨーネ菌遺伝子量を測定し、農場全体の衛生対

策の徹底と同居牛検査を継続した結果、早期に清浄化を達成したので、その概要につ

いて報告する。  

 

【発生農場の概要】 

A 農場は乳用牛約 300 頭を飼養する県

内最大の酪農家で、メインエリア、育成エ

リアの 2 カ所で飼養している。メインエ

リアには成牛舎 2 棟、育成牛舎 1 棟及び

ハッチ舎があり、搾乳はパーラーに牛を

誘導し行っている。隣接地の育成エリア

には、哺育・育成牛舎と育成後期牛舎があ

る（図 1）。 

 

 

【患畜摘発時の状況と対応】 

令和 2 年 3 月、共進会出品のため 4 頭のヨーネ病依頼検査を実施したところ、患畜

1 頭が摘発され、その後の全頭検査でさらに 3 頭の患畜が摘発された。農場内で 4 頭の

患畜が確認され、飼養環境の汚染が危惧されたことから、清浄化に向けて、汚染状況を

把握するため、環境検査を実施するとともに、衛生指導を行った。 

 

【環境検査】 

（１）材料及び方法 

環境検査の材料として、ベ

ッド、牛床、水槽周囲の牛舎敷

料。拭取り材料として、飼槽、

通路、壁からサンプリングを

実施した。検体は、リアルタイ

ム PCR 法により、ヨーネ菌遺

伝子量の測定を行い、検査結

果を、遺伝子量の多い順に、

5 段階に分類した。これを農場見取図にプロットすることで、検査結果を見える化し、

重点対策が必要な箇所を明示した（図 2）。 

 

図 2. 検出遺伝子量のレベル分け 

図 1. 発生農場概要 
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（２）採材場所および検体数 

図 3は採材を行った場所の一覧である.赤色で囲ってある場所が患畜が飼育されてい

た場所、オレンジの丸が牛舎敷料、緑の丸が飼槽の拭取り、水色の矢印が通路の拭き取

りを行った箇所である。環境検査は患畜摘発直後、その後の消毒作業実施後 2 回の計

3 回行った。なお、同じ場所については、3～5 箇所をまとめてプールした。 

【環境検査結果】 

（１）環境検査 1 回目 

患畜摘発直後に汚染状況確認のため、1 回目の環境検査を行った（図 4）。 

メインエリアの分娩房及び成牛舎 B の乾乳前・後期の飼育場所では非常に多くの遺

伝子量が検出された。牛及び人の移動が頻繁な、通路及び飼槽では、多くの遺伝子が検

出された。また、B 群飼育場所においても、多くの遺伝子が検出された。この牛床はパ

ーラーへの出入りのために全ての搾乳牛が必ず通過する場所にあたるためと思われた。 

なお、育成牛舎については、人の出入りが多い一部の場所で多くの遺伝子が検出さ

れた。この見取り図を畜主に明示し、作業動線の確認を行うとともに、農場全体の消毒

をするよう指導した。 

消毒の実施に際し、汚染状況が著しい箇所については、重点対策箇所として、入念に

実施するよう、併せて指導した。洗浄終了後には再度環境検査を実施した。  

育成エリアの哺育・育成舎では、一部の通路を除いて、遺伝子は検出されなかった。

また、後期育成牛舎では、飼槽を除き、検出量は非常に少なく、育成エリア全体の汚染

度は低い状態であることが確認された。 

図 3. 採材場所 
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（２）環境検査 2 回目 

1 回目の洗浄消毒終了後に、牛舎の消毒の 

効果確認のため、2 回目の環境検査を実施し

た。採材場所は 前回の検査において遺伝子

量が特に多かった分娩房及び成牛舎 B とし

た。 

分娩房通路、飼槽、乾乳前・後期の敷料で

は、遺伝子量が前回と比べ、レベルⅠからⅢ

に 2 オーダー減少し、対策の効果が確認され

た。一方、分娩房の床及び壁では、まだ、多

くの遺伝子量が残っており、追加消毒の必要

性が確認されたため、1 回目と同様、他の場所

を含む農場全体の消毒を実施した。 

（３）環境検査 3 回目 

消毒終了後に改めて、3 回目の環境検査を

実施した。分娩房の患畜が飼育されていた場

所では、遺伝子は検出されず、他の場所につ

いても微量な検出にとどまった。 

その他これまでの検査において、多くの遺

伝子が検出されていた場所でも、遺伝子量は

減少しており、一連の環境対策の効果が確認

された。 

しかしながら、B 群の一部からは、依然と

して多く検出されており、他の場所も含め、

再度洗浄消毒を実施するとともに、日常的な

環境対策を継続するよう重ねて指導した。 
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A：成牛舎 B：成牛舎 ~0.001pg

不検出

C群

育成舎(新電・旧電）

松 新電

B群 フレッシュ 乾乳後期 乾乳前期

通路・飼槽 通路・飼槽

A群

育成舎(松竹梅）

竹 梅 旧電

飼槽
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㊳㊵㊷㊹㊻

㊴㊶㊸㊺㊼

③

④
⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

⑩

⑬

⑰

⑪ ⑫

⑮ ⑯
⑭

㉕⑳

㉟㉚

㉗㉖㉔㉓㉒㉑⑲⑱

㊲㊱㉞㉝㉜㉛㉙㉘

㊽ ㊾

㊿

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

9

16 15 14 13 12

8 

10 11

5

6

7

3 

1

2

17

Ⅰ→Ⅲ→不検
出
Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ

検体12：Ⅱ→不検出
検体13：Ⅲ→Ⅳ
検体14：Ⅲ→不検出
検体15：Ⅱ→Ⅳ
検体16：現状維持

検体9は現状維持
その他：Ⅱ→Ⅲ

通路　 ：Ⅱ→Ⅳ
B群飼槽：Ⅱ→不検
出
A群飼槽：Ⅲ→不検

Ⅱ→Ⅲ

Ⅱ→Ⅲ

本場カーフハッチ 0.1~1pg

0.01~0.1pg

① 飼槽拭取

② 通路DS ㊳～㊼ 分娩舎壁拭取 0.001~0.01pg

A：成牛舎 B：成牛舎 ~0.001pg

不検出

C群

育成舎(新電・旧電）

松 新電

B群 フレッシュ 乾乳後期 乾乳前期

通路・飼槽 通路・飼槽

A群

育成舎(松竹梅）
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通路

飼槽

飼槽 飼槽

㊳㊵㊷㊹㊻

㊴㊶㊸㊺㊼

③

④
⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

⑩

⑬

⑰

⑪ ⑫

⑮ ⑯
⑭

㉕⑳

㉟㉚

㉗㉖㉔㉓㉒㉑⑲⑱

㊲㊱㉞㉝㉜㉛㉙㉘

㊽ ㊾

㊿

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

9

16 15 14 13 12

8 

10 11

5

6

7

3 

1

2

17

Ⅰ→Ⅲ→不検
出
Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ

検体12：Ⅱ→不検出
検体13：Ⅲ→Ⅳ
検体14：Ⅲ→不検出
検体15：Ⅱ→Ⅳ
検体16：現状維持

検体9は現状維持
その他：Ⅱ→Ⅲ

通路　 ：Ⅱ→Ⅳ
B群飼槽：Ⅱ→不検
出
A群飼槽：Ⅲ→不検

Ⅱ→Ⅲ

Ⅱ→Ⅲ

0.1~1pg

0.01~0.1pg

① 飼槽拭取

② 通路 0.001~0.01pg

A：成牛舎 B：成牛舎 ~0.001pg

不検出

C群

育成舎

分娩舎壁拭取

飼槽 飼槽

飼槽

飼槽 飼槽 飼槽

通路

A群

育成舎
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通路・飼槽 通路・飼槽

B群 フレッシュ 乾乳後期 乾乳前期
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0.1~1pg

0.01~0.1pg

① 飼槽拭取

② 通路 0.001~0.01pg

A：成牛舎 B：成牛舎 ~0.001pg

不検出

C群

育成舎

分娩舎壁拭取

飼槽 飼槽

飼槽

飼槽 飼槽 飼槽

通路

A群

育成舎

飼槽

通路・飼槽 通路・飼槽

B群 フレッシュ 乾乳後期 乾乳前期

⑬

⑰

㉕⑳

㉟㉚

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

9

16 15 14 13 12

8 

10 11

5

6

7

3 

1

2

17

本場カーフハッチ 0.1~1pg

0.01~0.1pg

① 飼槽拭取

② 通路DS ㊳～㊼ 分娩舎壁拭取 0.001~0.01pg

A：成牛舎 B：成牛舎 ~0.001pg

不検出

C群

育成舎(新電・旧電）

松 新電

B群 フレッシュ 乾乳後期 乾乳前期

通路・飼槽 通路・飼槽
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Ⅰ→Ⅲ→不検
出
Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ

検体12：Ⅱ→不検出
検体13：Ⅲ→Ⅳ
検体14：Ⅲ→不検出
検体15：Ⅱ→Ⅳ
検体16：現状維持

検体9は現状維持
その他：Ⅱ→Ⅲ

通路　 ：Ⅱ→Ⅳ
B群飼槽：Ⅱ→不検
出
A群飼槽：Ⅲ→不検

Ⅱ→Ⅲ

Ⅱ→Ⅲ

本場カーフハッチ 0.1~1pg

0.01~0.1pg

① 飼槽拭取

② 通路DS ㊳～㊼ 分娩舎壁拭取 0.001~0.01pg

A：成牛舎 B：成牛舎 ~0.001pg

不検出

C群

育成舎(新電・旧電）

松 新電

B群 フレッシュ 乾乳後期 乾乳前期

通路・飼槽 通路・飼槽

A群

育成舎(松竹梅）
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Ⅰ→Ⅲ→不検
出
Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ

検体12：Ⅱ→不検出
検体13：Ⅲ→Ⅳ
検体14：Ⅲ→不検出
検体15：Ⅱ→Ⅳ
検体16：現状維持

検体9は現状維持
その他：Ⅱ→Ⅲ

通路　 ：Ⅱ→Ⅳ
B群飼槽：Ⅱ→不検
出
A群飼槽：Ⅲ→不検

Ⅱ→Ⅲ

Ⅱ→Ⅲ

本場カーフハッチ 0.1~1pg

0.01~0.1pg

① 飼槽拭取

② 通路DS ㊳～㊼ 分娩舎壁拭取 0.001~0.01pg

A：成牛舎 B：成牛舎 ~0.001pg

不検出

C群

育成舎(新電・旧電）

松 新電

B群 フレッシュ 乾乳後期 乾乳前期

通路・飼槽 通路・飼槽

A群

育成舎(松竹梅）
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Ⅰ→Ⅲ→不検
出
Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ

検体12：Ⅱ→不検出
検体13：Ⅲ→Ⅳ
検体14：Ⅲ→不検出
検体15：Ⅱ→Ⅳ
検体16：現状維持

検体9は現状維持
その他：Ⅱ→Ⅲ

通路　 ：Ⅱ→Ⅳ
B群飼槽：Ⅱ→不検
出
A群飼槽：Ⅲ→不検

Ⅱ→Ⅲ

Ⅱ→Ⅲ

本場カーフハッチ 0.1~1pg

0.01~0.1pg

① 飼槽拭取

② 通路DS ㊳～㊼ 分娩舎壁拭取 0.001~0.01pg

A：成牛舎 B：成牛舎 ~0.001pg

不検出

C群

育成舎(新電・旧電）

松 新電

B群 フレッシュ 乾乳後期 乾乳前期

通路・飼槽 通路・飼槽

A群

育成舎(松竹梅）
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Ⅰ→Ⅲ→不検
出
Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ

検体12：Ⅱ→不検出
検体13：Ⅲ→Ⅳ
検体14：Ⅲ→不検出
検体15：Ⅱ→Ⅳ
検体16：現状維持

検体9は現状維持
その他：Ⅱ→Ⅲ

通路　 ：Ⅱ→Ⅳ
B群飼槽：Ⅱ→不検
出
A群飼槽：Ⅲ→不検

Ⅱ→Ⅲ

Ⅱ→Ⅲ

本場カーフハッチ 0.1~1pg

0.01~0.1pg

① 飼槽拭取

② 通路DS ㊳～㊼ 分娩舎壁拭取 0.001~0.01pg

A：成牛舎 B：成牛舎 ~0.001pg

不検出

C群

育成舎(新電・旧電）

松 新電

B群 フレッシュ 乾乳後期 乾乳前期

通路・飼槽 通路・飼槽

A群

育成舎(松竹梅）

竹 梅 旧電

飼槽
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Ⅰ→Ⅲ→不検
出
Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ

検体12：Ⅱ→不検出
検体13：Ⅲ→Ⅳ
検体14：Ⅲ→不検出
検体15：Ⅱ→Ⅳ
検体16：現状維持

検体9は現状維持
その他：Ⅱ→Ⅲ

通路　 ：Ⅱ→Ⅳ
B群飼槽：Ⅱ→不検
出
A群飼槽：Ⅲ→不検

Ⅱ→Ⅲ

Ⅱ→Ⅲ

本場カーフハッチ 0.1~1pg

0.01~0.1pg

① 飼槽拭取

② 通路DS ㊳～㊼ 分娩舎壁拭取 0.001~0.01pg

A：成牛舎 B：成牛舎 ~0.001pg

不検出

C群

育成舎(新電・旧電）

松 新電

B群 フレッシュ 乾乳後期 乾乳前期

通路・飼槽 通路・飼槽

A群

育成舎(松竹梅）

竹 梅 旧電

飼槽

飼槽 飼槽 飼槽

通路
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飼槽 飼槽
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Ⅰ→Ⅲ→不検
出
Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ

検体12：Ⅱ→不検出
検体13：Ⅲ→Ⅳ
検体14：Ⅲ→不検出
検体15：Ⅱ→Ⅳ
検体16：現状維持

検体9は現状維持
その他：Ⅱ→Ⅲ

通路　 ：Ⅱ→Ⅳ
B群飼槽：Ⅱ→不検
出
A群飼槽：Ⅲ→不検

Ⅱ→Ⅲ

Ⅱ→Ⅲ

本場カーフハッチ 0.1~1pg

0.01~0.1pg

① 飼槽拭取

② 通路DS ㊳～㊼ 分娩舎壁拭取 0.001~0.01pg

A：成牛舎 B：成牛舎 ~0.001pg

不検出

C群

育成舎(新電・旧電）

松 新電

B群 フレッシュ 乾乳後期 乾乳前期

通路・飼槽 通路・飼槽

A群

育成舎(松竹梅）

竹 梅 旧電

飼槽

飼槽 飼槽 飼槽

通路
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飼槽 飼槽
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Ⅰ→Ⅲ→不検
出
Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ

検体12：Ⅱ→不検出
検体13：Ⅲ→Ⅳ
検体14：Ⅲ→不検出
検体15：Ⅱ→Ⅳ
検体16：現状維持

検体9は現状維持
その他：Ⅱ→Ⅲ

通路　 ：Ⅱ→Ⅳ
B群飼槽：Ⅱ→不検
出
A群飼槽：Ⅲ→不検

Ⅱ→Ⅲ

Ⅱ→Ⅲ

本場カーフハッチ 0.1~1pg

0.01~0.1pg

① 飼槽拭取

② 通路DS ㊳～㊼ 分娩舎壁拭取 0.001~0.01pg

A：成牛舎 B：成牛舎 ~0.001pg

不検出

C群

育成舎(新電・旧電）

松 新電

B群 フレッシュ 乾乳後期 乾乳前期

通路・飼槽 通路・飼槽

A群

育成舎(松竹梅）

竹 梅 旧電

飼槽

飼槽 飼槽 飼槽
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Ⅰ→Ⅲ→不検
出
Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ

検体12：Ⅱ→不検出
検体13：Ⅲ→Ⅳ
検体14：Ⅲ→不検出
検体15：Ⅱ→Ⅳ
検体16：現状維持

検体9は現状維持
その他：Ⅱ→Ⅲ

通路　 ：Ⅱ→Ⅳ
B群飼槽：Ⅱ→不検
出
A群飼槽：Ⅲ→不検

Ⅱ→Ⅲ

Ⅱ→Ⅲ

本場カーフハッチ 0.1~1pg

0.01~0.1pg

① 飼槽拭取

② 通路DS ㊳～㊼ 分娩舎壁拭取 0.001~0.01pg

A：成牛舎 B：成牛舎 ~0.001pg

不検出

C群

育成舎(新電・旧電）

松 新電

B群 フレッシュ 乾乳後期 乾乳前期

通路・飼槽 通路・飼槽

A群

育成舎(松竹梅）

竹 梅 旧電

飼槽

飼槽 飼槽 飼槽

通路

飼槽

飼槽 飼槽
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Ⅰ→Ⅲ→不検
出
Ⅰ→Ⅲ→Ⅳ
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【衛生指導】 

環境検査と併行して、同居牛の移動制限、通路等への消石灰の散布、子牛飼養場所の

専用長靴の設置、堆肥の定期的な温度測定等を指導した。 

3 回の環境検査・消毒の後、同居牛検査の実施により清浄性を確認すると共に、高リ

スク牛については農場主と協議を行い自主淘汰を行った結果、発生から 1 年後の令和

3 年 3 月にカテゴリーⅠ農場に復帰した。 

 

【まとめ】 

A 農場において、リアルタイム PCR 法による環境中のヨーネ菌遺伝子量を測定し、検

査結果をレベル分けして、牛舎見取図にプロットし、見える化したことで、重点対策箇

所が明らかになり、効果的な衛生対策が可能となった。 

また、作業動線の見直しや、踏込消毒槽の増設、育成牛舎における専用長靴の設置

等、農場側の衛生対策に関する意識が向上し、早期清浄化に繋がった。今回の事例を活

かし、今後も発生農場の早期清浄化に役立てていきたい。 
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管内 A 農場における豚熱発生と防疫作業の新たな取り組み 

 

東部家畜保健衛生所  〇秋山倫子 土橋宏司 他 

  

【はじめに】 

 豚熱は、国内 26 年ぶりの発生となった平成 30 年 9 月以降発生が拡大し、令和 4 年

1 月末現在 16 県 76 事例が確認されている。県内においても、食肉処理場における他

県からの出荷豚での確認の他、養豚場でも発生が確認された。令和 3 年 8 月、管内 A

農場で本県 3 例目となる豚熱が発生したのでその概要と、防疫措置において新たな取

り組みを行ったので併せて報告する。 

 

【農場概要】 

 A 農場は、豚舎が 13 棟あり、急斜面に位置

し、繁殖雌豚約 570 頭、繁殖雄豚約 30 頭を飼

養する繁殖専門農場で、肥育は隣県の系列農

場で行っていた。系列農場は 2 農場あり、A

農場で繁殖された豚は、週に 2 回、月約 1,000

頭が 30 日齢前後で系列農場 1 に移動し、大部

分がそのまま肥育され、と畜場へ出荷されて

いた。一部が繁殖候補豚として系列農場 2 に

移動し飼育され、半年から 7 カ月齢で A 農場

へ移動し繁殖に供されていた（図 1）。 

豚熱ワクチンは、令和 2 年 8 月以降、子豚は系列農場 1 へ移動後に接種しており、

A 農場では候補豚を含む繁殖豚にのみ接種を実施していた。 

  

【発生経緯】 

 令和 3 年 7 月 7 日、管内 A 農場の隣県にある系列農場 1 において豚熱を疑う事例が

確認された旨の連絡があり、同日深夜、A 農場に緊急立入を行った。立入時、系列農

場 1 で異状を呈した豚群と過去 21 日間に同居歴のある子豚は存在せず、母豚を含め異

状を呈する豚は確認されなかった。 

翌 8日に系列農場 1での豚熱発生が確定し、

A 農場は疫学関連家畜飼養農場となったため、

豚の生体や死体等の移動を制限すると共に、

毎日の死亡数や特定症状の有無等について報

告徴求を行った。 

28 日経過した 8 月 4 日、移動制限措置解除

に向け、立入検査を実施した。臨床症状の確

認と、各豚舎 5 頭の検温及び採血を行い、体

温 40℃以上又は白血球数 1 万個/µl 未満を示

した 2 頭について、PCR 検査を実施した。 

【図 1：農場概要】 

【図 2：防疫措置概要】 
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翌 5 日、PCR 陽性となり豚熱の疑いが生じたため、国に確定検査を依頼した。6 日、

国の検査により 2 頭共に豚熱の患畜と判明したため、防疫措置を開始した。 

 防疫措置は、8 月 7 日 22 時に開始、11 日 18 時 40 分に完了し、防疫作業には、延べ

2,106 人が従事した（図 2）。 

 

【防疫作業における新たな 3 つの取り組み】 

①10:00～16:00 の作業中断 

連日 30℃を超えるとても暑い時期の作業

であったため、防疫作業従事者の熱中症予防

措置として、特に暑い時間帯の午前 10:00～

午後 4:00 までのクールの作業を中断した。 

この時間帯に次のクール以降の計画修正や

段取りの見直し等、立て直しが可能となった

（図 3）。 

②と殺後の豚の搬出にバックホーを使用 

これまで、と殺後の豚のフレコンへの詰め

込みや、移動には、主にフォークリフトを用

いていたが、フォークリフトのオペレーター

不足や、急傾斜である農場の作業効率と安全

面等を考慮し、これらをバックホーで行うこ

ととした。 

バックホーはフォークリフトに比べ、小回

りは利かないものの、傾斜地や悪路の移動は

安全に行え、豚の引き寄せ等にも対応可能で

あり、本事例では、バックホー2 台（0.25 級）、

4t ダンプ 4 台を用い、と殺実施豚舎ごとにオ

ペレーター付きで配備した（図 4）。 

③防疫措置終了後の畜舎消毒作業を外部委託 

これまで、県職員のみで行っていた、防疫

措置終了 7日後と 14日後に実施する消毒作業

を、県ペストコントロール協会に委託した。 

ハエ及びネズミが大発生していたため、消

毒の他、殺虫・殺鼠対策を併せて実施した。

クリアキルで消毒後、殺虫剤（持続タイプの

スミチオン）を噴霧、その後クマリン系殺鼠

剤を散布し、併せて粘着シートを設置した。 

1 回あたり、協会員 16 名、家畜防疫員 9 名

の併せて 25 名で、農場内を 3 班に分け、作業

を行った（図 5）。消毒や、衛生害虫駆除のプロ集団である、ペストコントロール協会

に委託することで、高い、殺虫・殺鼠効果を得ることができた。 

【図 3：新たな取り組み①】 

【図 4：新たな取り組み②】 

【図 5：新たな取り組み③】 
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【工夫した点と課題】（図 6） 

〇工夫した点 

・リース機器等の配置場所見取図を作成 

リース機器などの配置場所をプロットした

農場見取図を作成し、リース会社に渡すこと

で、人員を割くことなく、正確な位置への配

置が可能となった。 

・運搬用に軽トラックを複数台準備 

農場内は急傾斜であり、資材の運搬等が困

難であったため、運搬用の軽トラックを複数

台準備した。 

〇課題 

・安全対策不足 

電殺後の薬液注入時、消毒薬が噴出し目に入る事例や、重機作動時のヘルメット未

装着等安全対策の徹底が不十分であった。 

・ハエ苦情発生 

防疫措置による車両や人の移動に伴い、大量のハエが農場下の集落に移動してしま

い、複数の苦情が発生した。ハエ採りシートを配布するなどの対応を行った。 

【まとめ】 

県外の系列農場での豚熱発生後、本事例発生までに時間があり、より詳細な防疫計

画を作成することが可能であった。加えて、熱中症予防措置として作業を中断した時

間を活用した作業の計画修正など新たな取り組みもあり、防疫措置は概ね計画どおり

に完了した。 

しかし、安全対策の徹底が不十分であったという課題も残った。今回は幸いにも、

重大な負傷者を出すことなく防疫措置を完了することができたが、防疫作業は常に危

険を伴い心的負担も大きいことから、安全対策を充実させることにより作業の効率化

や安全性の確保を図っていきたい。 

 

【図 6：工夫した点と課題】 
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繁殖豚の豚熱ワクチン抗体検査結果と子豚の接種適期に関する考察 

 

西部家畜保健衛生所 ○小林洋平・鷹野由紀 他 

 

【経緯】 

本県では令和元年 11 月に豚熱ワクチンの初回一斉接種を開始、以降新生豚への

接種及び繁殖豚への追加接種を継続している。新生豚については高い移行抗体残

存時の接種はワクチンブレイクにより免疫付与されない事例が確認されたため、

令和 2 年 11 月に接種時期をそれまでの 30 日齢から 50～60 日齢程度へと変更した。

その結果、肥育豚のワクチン抗体陽性率は上昇したが、本県を含めワクチン接種

県において接種前子豚の感染による豚熱発生事例が確認された（図 1）。一般にワ

クチン接種前子豚は移行抗体により感染を防御するものの、その抗体価は母豚抗

体価に依存する。農場内の母豚には初回一斉接種で初めて免疫付与された母豚（第

1 世代）と、第 1 世代から出生し移行抗体を保有した状態でワクチン接種された母

豚（第 2 世代）が存在しており、第 2 世代では第 1 世代より抗体価の低い個体が

増加することが懸念されている。ワクチン接種の開始から 2 年が経過し母豚群に

占める第 2 世代の割合が増加していると考えられることから、これまで実施した

免疫付与状況確認検査及び現状のワクチン接種前子豚の移行抗体調査からワクチ

ン接種適期について考察したので報告する（図 2）。 

 

【検査内容】 

①免疫付与状況確認検査 

ワクチン接種農場では国の防疫指針に基づき免疫付与状況確認検査を初回一斉

接種の 1 ヶ月後、以降は６ヶ月毎に実施することとなっており、令和元年 12 月に

1 回目を実施、現在までに第 5 回まで検査を終了している。管内でミニブタ飼養農

場を除く全 10 農場の結果を用い、母豚全体 S/P 比の中央値（平均値）を算出した。

また、第 3 回以降の結果については世代別、同一個体の S/P 比の推移について取

りまとめた。なお、各検査回の検体数及び陽性率については表 1 のとおりである。 

図 1 図 2 
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②ワクチン接種前子豚の移行抗体調査 

第 5 回免疫付与状況確認検査結果の中央値付近の母豚 14 頭を選定、その産子 60

頭についてワクチン接種前に採血を行い、中和抗体検査により移行抗体の保有状

況を確認した。 

 

【結果】 

①免疫付与状況確認検査 

各検査回における母豚 S/P 比中央値（平均値）の推移は図 3 のとおりであり、検

査回を重ねる毎に母豚 S/P 比は低下傾向にあることが確認できた。また、第 3 回

～第 5 回の世代別頭数及びその S/P 比の分布から検査頭数に占める第 2 世代の割

合は増加しており、その S/P 比は第 1 世代と比較すると低下していことがわかる

（図 4）。また、同一個体の S/P 比の推移について、追加接種による大幅な抗体価

の上昇は認められなかった（図 5）。 

 

 

 

 

表 1 

図 3 図 4 
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②ワクチン接種前子豚の移行抗体調査 

選定した子豚の中和抗体検査結果を図 6 に示した。グラフは個体毎の結果を横

軸に日齢、縦軸に中和抗体価で示している。また、母豚の抗体価により棒グラフ

の色を母豚抗体価 16 倍以下は緑、32～128 倍を黄色、256 倍以上を赤で示した。

移行抗体により感染防御可能かつワクチンテイク可能である範囲を中和抗体価 16

～128 倍と仮定すると、40 日以降では多く個体が防御可能抗体価の下限である 16

倍を下回っている。30 日齢付近でも 128 倍以上となる個体は少なく、すでに 16 倍

以下となる個体も確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 

図 6 
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【考察】 

これまでの免疫付与状況確認検査の結果から、母豚群の S/P 比は更新が進み第 2

世代豚の割合が増加するにつれて低下しており、50～60 日齢が適期とした第 2 回

免疫付与状況確認検査の時期からは大幅に低下していることが確認、さらに同一

個体においては追加接種後にも大幅な抗体の上昇は確認されず、今後も第 2 世代

豚の増加に伴い母豚群の S/P 比は低下すると考えられる。第 5 回免疫付与状況確

認検査結果の母豚中央値付近の産子を対象にした移行抗体保有状況調査から、現

状の接種日齢である 50 日齢ではすでに移行抗体は低下、27～40 日齢でワクチンテ

イク可能と言われる中和抗体価 128 倍以下にあることが確認された。この結果か

ら子豚へのワクチン接種時期は前倒しする時期にあると考えられ、接種日齢を 30

日齢以降に前倒しすることとした。しかしながら、母豚の抗体価は全て同一では

なく中には前倒し接種によりワクチンブレイクを起こす個体がいることも懸念さ

れることから、今後はこのプログラムで接種した子豚の免疫付与状況を確認して

いくとともに、母豚群の抗体価、接種対象子豚の移行抗体調査についても調査を

継続していく。 
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集合施設の運営を中心とした高病原性鳥インフルエンザ防疫演習 

 

東部家畜保健衛生所  〇外川真之将 土橋宏司 他 

  

【はじめに】 

 高病原性鳥インフルエンザ（以下 HPAI）は、令和 2 年シーズンに、約 987 万羽殺処

分という過去最大の流行を認めた。我が県ではこれまで HPAI の発生はないものの、発

生リスクは極めて高い。一方、令和 3 年に県内で発生した豚熱の防疫措置において、

農場での作業は円滑に進んだ一方で、資材の調達や従事者の準備等を行う集合施設の

立ち上げと運営に課題が残った。HPAI の場合は防疫措置開始までの時間が豚熱よりも

短いため、集合施設の迅速な立ち上げは極めて重要である。そこで、集合施設の運営

を中心とした防疫演習を行ったのでその概要を報告する。 

 

 

【演習事前準備】 

演習の事前準備として、通行路、消毒ポイントの設定、施設内外レイアウトの検討

を行った。 

 

（1）通行路、消毒ポイントの設定 

施設所在地は、農場から約 11km、約 20

分。農場周辺に消毒ポイントを 2 カ所設置

（図 1）。 

集合施設は、伝染病発生時の使用につい

て 3 年前に町と協議済みである、廃校とな

った小学校の体育館を利用した。 

 

（2）施設外部レイアウトの検討 

 施設外部の下見を行い、外部のレイアウ

トを作成した（図 2）。作業従事者は、青で

示した送迎バスで集合施設に到着し、黄色

で示した点線上を移動して施設に入場す

る。準備を終えると、青で示した点線に従

って移動し、黄色で示したマイクロバスに

乗り、農場へ向かう。 

農場から戻ると、赤く示した円のポイントでマイクロバスを降り、点線に従い施設

へ入る。施設から送迎バスで帰るときは、白く示した点線上を移動しバスへ乗り込む。 

 これらのレイアウトを設定するにあたり、農場から戻ってきた人と、農場へ行く人、

送迎バスで帰る人の動線が交差しないよう留意した。 

図 1：施設、農場の位置関係 
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（3）施設内部レイアウトの検討 

 町から施設の平面図を提供してもらい、内部の確認を行った（図 3）。集合施設とし

て使用する上で重要となる、寸法、電源の位置、水の供給源、更衣室や倉庫の場所を

確認した。 

 

 

 

図 2：施設外部レイアウト 

図 3：施設平面図 
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 続いて、内部のレイアウトを作成した（図 4）。施設では、まず右側エリアで①受付

②問診などの数字と矢印に従って従事者が動き、農場作業のための準備を行う。左側

の作業終了後エリアでは、農場で作業を終えた人が戻ってきて、右側と同様に数字と

矢印に従い手洗いや着替え等を行う。 

 両エリアは、赤い点線の部分をパーティションで完全に区画されており、独立して

機能する。 

 このレイアウトの作成に際して、保健所と協議を行い、交差汚染を防ぐために、農

場へ向かう人と戻ってきた人の動線が交差しないように留意した。また、人の動線だ

けでなく、左側の汚染の可能性があるゾーンから右側の清浄ゾーンへ物が移動しない

ように、資材、手荷物等の流れも一方通行とした。 

 さらに、豚熱の防疫措置の際、集合施設作業者が、自らの作業内容が分からず混乱

した経験から、レイアウトのアルファベットの各場所に対応した作業内容をレイアウ

トに加えた。 

 

 

 

 

 

図 4：施設内部レイアウト 
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【演習当日】 

 演習では、最初に HPAI の発生状況や集合施設の役割についてスライドを用いて説

明し、その後施設の立ち上げ、作業者受け入れ、防護服着脱の各訓練を行った後に、

意見交換会を行った。 

  

（1）スライドを用いた説明では、事前準備で作成した資料を用いて、①HPAI の発生

状況について②異常家きんの通報から防疫措置までの流れについて及び③想定農場及

び集合施設の概要について説明を行った。 

  

（2）立ち上げ訓練では、作成したレイアウト

に沿って施設内外の各所を案内し、それぞれ

の場所での作業内容を説明した。施設には、レ

イアウト上の動線に従って床や地面に矢印を

貼り付け、作業者の動きがわかりやすくなる

ような配慮をした（写真 1）。 

  

（3）作業者受け入れ訓練では、演習参加者に

農場作業者役となってもらい、作成したレイ

アウトに沿って施設での受け入れの流れを実

演した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）防護服着脱訓練では、保健所による防

護服の着脱方法の説明の後、演習参加者のう

ち 5 名が実際に着脱訓練を行った。今回の演

習参加者は、防疫措置の際は集合施設での作

業担当となり、農場作業者の防護服着用補助

を行う。そのため、目張りをする時のポイン

トなどについても細かく確認を行った（写真

2）。 

 

 

 

写真 1:動線を示した矢印 

写真 2：防護服着脱訓練 
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（5）最後に、意見交換会を行った。交換会で出た意見に対して、改善策を検討した（表

1）。 

意 見 改 善 策 

個人手荷物の受取場所が狭く 1 カ所しか

ないので、混雑を避ける工夫が必要であ

る。 

作業クール、班ごとに荷物置場を区画す

る。 

手荷物用の袋とゴミ袋が同じものであ

り、手荷物が誤って捨てられてしまう可

能性がある。 

手荷物用の袋とゴミ袋は異なる色とす

る。 

HPAI だけでなく、豚熱バージョンの資料

もほしい。 

HPAI、豚熱ともに作業従事者を対象とし

た手引き書を作成する。 

表 1：意見および改善策 

 

 

【まとめ】 

 管内最大規模の養鶏場での HPAI 防疫措置を想定し、集合施設の運営を中心とした

防疫演習を実施した。演習では、施設の詳細なレイアウトを作成し、それに従い現地

で立ち上げ及び運営の方法を確認できた。実際に机や資材等の配置場所や防疫作業従

事者の動線を確認したことにより、発生時の役割分担と動きを明確にイメージできた。

当施設だけでなく、他農場で発生が起きたときの集合施設についても見直しを行い、

今回の成果を活かしつつ円滑な運営に努めていきたい。 


